
　　　　　　　

　　　　

 

令和５年11月27日
埼玉県警察本部交通総務課

１． 自転車を利用する者が所属し、埼玉県内で活動している

団体（グループ、サークル）等であること。

２． 統一行動として自転車乗車時はヘルメットを着用すること。

（団体の活動中以外も含みます。）

今参加すると、

参加方法等の詳細については、

埼玉県警察ホームページをご覧ください。
ｈｔｔｐｓ：//www.police.pref.saitama.lg.jp/f0010/kotsu/shiniaproject.html

【 参加条件 】

私たちが 『 かぶる 』

・ 先着2,000名に自転車前かごカバーを進呈

・ 協賛事業者からのヘルメット購入サポート（割引）

※ その他、承諾（同意）していただく事項があります。

みんなに 『 ひろがる 』

みんなの 『 命を守る 』

参加第１号 東松山市シルバー人材センターの皆さん


